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１章 はじめに 

  平成 30年７月豪雨によって、倉敷市真備地区では未曽有の大災害が発生し、家屋のみ

ならず、多くの人命が失われ、複数の地域を浸水させるという甚大な被害をもたらしま

した。 

倉敷市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）では、平成30年 10月１日に倉敷市

から被災者見守り・相談支援等事業（以下「見守り支援事業」という。）を受託して、倉

敷市真備支え合いセンター（以下「支え合いセンター」という。）を設置し、応急仮設住

宅等で生活されている被災者宅を繰り返し訪問してきました。 

その中で、支え合いセンターの活動開始当初から、約１年半の間に聞き取りした被災

者の声を分析することで、浸水被害における被災者の生活状況と心理状態を浮き彫りに

し、その後の支援の方向性を見出すために、「平成30年７月豪雨災害(倉敷市真備地区)

における被災者生活支援に関する報告書」（令和３年３月）を発行しました。 

そして、この度、支え合いセンターが、これまで取り組んできた活動内容や大切にし

てきた思い、具体的に支援してきた事例について報告書としてまとめました。 

前回発行した報告書とともに、この報告書が、今後の自然災害における被災者支援活

動の参考になればと願っております。 

 

２章 平成30年７月豪雨による真備地区の被災状況 

平成 30 年７月５日から７日にかけて本州付近に停滞した活発な梅雨前線によって、

岡山県では高梁川水系の新見市新見地点で392.5ミリ、倉敷市倉敷地点で260.0ミリと

いう観測史上１位の降水量（48時間累加雨量）を記録する豪雨となりました。 

その結果、平成 30 年７月６日から７日にかけて真備地区内を流れる 1 級河川である

小田川の堤防２か所と、その支川である末政川、高馬川、真谷川の堤防６か所が決壊し

ました。堤防の決壊により、真備地区約 4,400 ヘクタールのうち約３割にあたる 1,200

ヘクタールが浸水し、深さは最大約５メートルに及びました。 

また、多数の家屋等が浸水し、市内で52人（災害関連死を除く）が亡くなり、全壊を

はじめとする住家被害は、5,972棟に上りました。 

浸水地域では、広範囲でライフラインが停止し、住宅の２階や屋根の上などに取り残

された人々が、自衛隊、消防、警察等によって救助・救出されるという状況でした。 
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＜人的被害の状況＞ 

死亡者（うち災害関連死）  負傷者 

75 人（23人）  120 人 

＜住家被害の状況＞ 

全壊 半壊 床上浸水 一部損壊 合計 

4,646棟 846 棟 116 棟 364 棟 5,972棟 

参考資料：倉敷市地域防災計画・倉敷市水防計画（資料編） 令和5年 2月発行 

 

３章 倉敷市の見守り支援事業の概要 

１ 倉敷市真備支え合いセンターの設置 

 市社協では、倉敷市から見守り支援事業を受託し、平成 30

年 10月１日に支え合いセンターを設置しました。 

この時期、被災された方々は借上型仮設住宅や建設型仮設

住宅に転居したり、修繕を行いながら、り災した住家に住み続

けているなど、これまでと大きく異なる環境での生活が始ま

った状況でした。そして、慣れない環境で、今後の生活再建に

向けた様々な不安や悩みを抱えていたり、地域からの孤立が

懸念されました。 

 そのような現状を背景に、支え合いセンターでは、被災され

た方々が不安や悩みを抱え込まないように、そして、真備地区

に戻ってきて安心した生活が送れるように、孤立予防のための見守りや日常生活上の相

談支援、住民同士の交流の機会の提供、コミュニティづくりなどを行いました。また、行

政や専門の支援機関、まちづくり推進協議会や地区社会福祉協議会等の地域団体、被災

者支援を行っている民間の支援団体等と連携し、個々の状況に応じた支援につないでき

ました。 

 

２ 個別訪問の実施状況 

支え合いセンターでは、当初は被災した全世帯（約5,800世帯）を対象として、最大約

50人体制で、個別訪問を行いました。 

支え合いセンター設置時 
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また、仮設住宅に入居されている世帯や、

住まいの再建後も生活面や経済面で課題・不

安が残る世帯（支援類型（p.12）が区分Ⅱ以

上（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）の世帯）を中心として定期

的な訪問を継続しましたが、その対象世帯

は、仮設住宅入居者の減少に伴い、徐々に減

少していき、活動開始から１年半後の令和２

年３月末時点で、当初の半数（約2,900世帯）

となりました。そして、２年あまり後の令和

３年１月末には 1,000 世帯、３年半後の令和４年３月末には 100 世帯を下回り、再建や

引き継ぎが進んでいきました。（表１参照） 

 

表１ 個別訪問世帯・仮設住宅入居世帯・定期的な訪問継続世帯（推移） 

 

 

 

 

建設型仮設住宅への見守り訪問 
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３ 活動の中で大切にしてきたこと（意識していた３つの「つなぐ」） 

１）被災者を制度や窓口につなぐ 

被災後には、被災者を支援するための様々な制度が作られます。その多くは申請期

限があるため、時期を逃すと利用できなくなります。また、制度を理解しないまま申

請してしまうと、後々困るという事態にもなります。例えば、応急修理の制度を利用

すると、応急仮設住宅の制度が使えなくなるなどです。（なお、この併用については、

令和２年７月から、一部条件により可能となりました。） 

倉敷市では、被災直後から、被災者支援制度をまとめた冊子「広報くらしき臨時号」

等を作成し、積極的に情報提供を行っていました。しかし、実際に支え合いセンター

が訪問してみると、制度の中身や相談先が分からないという声がいくつも聞かれまし

た。つまり、情報が届くことと理解することは違うということを支援者は意識し、タ

イミングを見計らった制度紹介を行っていくことが必要でした。 

そのため、支え合いセンターでは、制度を理解するための職員研修を行い、まずは

自分たちが制度を理解し、被災者から質問があった時に制度の説明や窓口の紹介がで

きるようにしました。申請の締め切りが近づいている制度があれば、訪問の際に紹介

しながら、被災者を適切に制度や窓口につなぐことを意識して活動しました。 

また、親族が遠方で身近に相談できる人がいない世帯や地域とのつながりが少ない

世帯、福祉サービス利用の必要はないが気になる世帯等については、地域にある支援

機関を紹介したり、支援機関と一緒に同行訪問するなど、丁寧なつなぎを行いました。

さらに、民生委員と情報共有を図り、地域の身近な相談者として、日々の生活の中で

気にかけ、声をかけていただけるよう、つなぎを行いました。 

 

２）被災者の声を市役所につなぐ 

真備地区の状況や被災者の様子については、発災当初は連日、テレビや新聞等で報

道されていましたが、時間の経過とともにその数は減少していました。 

そうして、被災者支援に携わる部署以外では、被災者の状況や真備地区の復旧に関

して入ってくる情報が減ることで、現状とは違い、もう再建ができ、生活も落ち着い

ているという感覚になってしまう懸念がありました。 

そこで、支え合いセンターが訪問する中で聞き取った被災者の声を定期的に倉敷市

被災者見守り支援室（以下「見守り支援室」という。）に届け、見守り支援室がその内

容をまとめて「真備の声」として市役所の各部署に届ける活動を行いました。 

これは「被災者の声を代弁する」ことで、被災者がまだ課題を抱えていることを知

ってもらうという目的に加え、各部署で被災者の安全・安心な生活の確保、今後の生
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活再建に向けて、工夫や検討をするきっかけにしてもらう目的もありました。内容に

よっては、所管部署や関係機関に直接連絡を取り、情報共有や引き継ぎを行うなど、

連携して支援を行いました。 

市役所に要望や困りごとを伝える活動を通じて、市職員が早急に困りごとの解決に

動いてくれたり、制度延長を判断するときなどは、被災者の声が影響したのではない

かと考えています。 

 

３）被災者と支え合いセンターをつなぐ 

支え合いセンターでは、被災者の身近な存在になれるように、心配しているという

気持ちを伝えることを意識しながら、繰り返し訪問を行いました。 

訪問の際には、体調や生活の様子、家族や友人との交流、制度の理解、住まいの再

建状況等、聞きたいことはたくさんあります。しかし、そのような話をすぐにするの

ではなく、雑談や趣味の話など被災者にしっかりと話をしてもらうことを大切にしま

した。 

当初から、気になる世帯に訪問する際の話のきっかけづくりのために、支援団体か

ら寄付された品物（ひざ掛けや日用品など）を手土産にして訪問を行っていました。 

令和２年度に新型コロナウイルスの感染が拡大

し、一時的に訪問を自粛せざるを得なくなったタイ

ミングで、支え合いセンターが被災者のことを気に

かけているという思いを形にして伝えるために、か

ごやクリスマスリースなどの小物を職員が手作り

し、手土産にして訪問するという、被災者の身近な

存在になれるような関係づくりを意識した活動を行

いました。 

また、発災から１年を迎える時期に、被災直後のことを思い出したり、これからの

将来に不安を感じる被災者がいるのではないかという思いから、絵手紙を描いてくれ

るボランティアの協力を得て、倉敷市内だけでなく、倉敷市外や岡山県外に引っ越さ

れている被災世帯も含めて、全ての被災者に絵手紙を送付しました。 

絵手紙が届くと早速、「被災後、いろいろな手紙は届いたけれど、色がついた手紙が

初めてでうれしかった」、「絵手紙をもらって元気が出た」、「いつも気にかけてくれて

ありがとう」など、お礼の連絡が次々と入りました。特に、倉敷市外や岡山県外に引

っ越されている方々には、なかなか頻繁に訪問することが難しかったことから、絵手

紙の送付を通じてメッセージを伝えることは有効な方法だと感じました。 

職員が作ったクリスマスリース 
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その後も、季節ごとに年４回程度、絵手紙を送付しました。絵手紙が届くとお礼の

連絡をくださる方や、訪問すると玄関先に絵手紙を飾ってくださっている方、支え合

いセンターの訪問を心待ちにしてくださる方など、絵手紙を通じてたくさんの交流が

生まれました。 

 
 

コラム：被災者の声を聞くことの重要性 

支え合いセンターでは、被災者の困りごとを制度や相談窓口につなぐ活動を行っ

てきました。しかし、被災者から寄せられた声がすべて制度や窓口につながるわけ

ではありません。訪問当初は、災害に対する不満や今後の生活への不安について、

涙ながらに語られる方が多くいました。そのときには、聞くことしかできない無力

感を抱くこともありましたが、後日訪問に行くと、「この前は聞いてくれてありが

とう」、「あんな話だれにでもできんからね」という感謝の言葉をかけてもらうこと

が何度もありました。訪問して話を聞くことで、被災者が胸に押し込めていた不満

や不安を口に出すことができ、気持ちが少し軽くなったり、整理するきっかけにな

ったのだと感じたとき、しっかりと話を聞くことの重要性を改めて痛感しました。 

季節ごとに送付した絵手紙 
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４ 倉敷市の見守り支援事業の特徴・機能（災害ケースマネジメント） 

倉敷市の見守り支援事業の特徴・機能を８つの項目（表２参照）で整理しました。 

また、事業を振り返る中で、この活動が「災害ケースマネジメント」（※注１）として

整理できると考え、「倉敷市版の災害ケースマネジメントのイメージ」（次頁図１参照）

を作成しました。 

 

表２ 倉敷市の見守り支援事業の特徴・機能 

 

 

 

 

 

 

 

 特徴 構成要素 機能 

１ 多様な職種でチームを構成 
多職種協働の基盤づくり 
被災者に近い立場×専門
性 

チームアプローチ・チーム支援機能 
予防的アプローチ機能 

２ 徹底的なアウトリーチと傾聴 
被災者の声、受援をキャッ
チする仕組み 

アウトリーチ機能、寄り添い機能 
つながり続ける(再潜在化させな
い)機能 

３ 支援の仕組みと目線合わせ 
多角的アセスメントに基
づく支援計画 

チーム支援・アセスメント機能 

４ 情報共有システムの構築 
タイムリーな支援 
情報の共有 

情報共有システム 
発信・代弁機能 

５ 「生活再建」に向けた支援 
生活再建×地域の再構築
定着支援、被災者同士 

地域の再構築・定着支援機能 

６ 
支え合いセンターだけでは解決
できない課題に対する多機関協
働の「場」 

複合的な課題への対応 
相互理解の上に立った連
携 

多機関協働支援・調整機能 
オーダーメイド型支援機能 

７ 必要な「支援機能」「資源」の創出 
課題の集約 
専門職との協議 

事業化・施策化機能 

８ 個別支援から地域支援への展開 
住民同士の互助 
ゆるやかな見守り 

地域支援機能 

（注１）災害ケースマネジメント 

被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要

に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、当該課題等の解消に向けて継続的に支援す

ることにより、被災者の生活再建が進むようにマネジメントする取組。 
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図１ 倉敷市版の災害ケースマネジメントのイメージ 

 

 

１）多様な職種でチームを構成 

支え合いセンターでは、当初は約5,800世帯を対象に訪問を始めましたが、真備地

区以外の応急仮設住宅で生活されている被災者も多かったため、孤立が心配され、早

急に職員を増員する必要がありました。 

訪問を行う見守り連絡員については、被災者の不安や思いに寄り添った支援ができ、

より身近な相談者になれる人にお願いしたい、また、心情的にも地域の風土を理解し

やすいという面などにおいても、より被災者に近い立場である真備地区の方にできる

限りお願いしたいという考えもあり、当初は真備地区まちづくり推進協議会等に依頼

して、真備地区の人を募集しました。その後は、募集を全市に広げましたが、支え合

いセンターでは、「被災者のために何か役に立ちたい」というマインドを持った人を採

用したいという強い思いがあったことから、災害ボランティアセンターで活躍した人、

市社協のボランティア養成講座の受講者、保健師が日頃の業務の中でつながりを持っ

ていた市民等に声かけをして募集しました。 

見守り連絡員は専門職ではありませんが、住民に近い立場でいつも被災者の心情に

寄り添い、傾聴するという見守り支援事業の根幹の部分を全員が意識しながら、訪問

を行いました。その結果、多くの被災者が心を開いて困りごとや不安を話してくれる

関係性を築くことができました。 

8



 
 

 
 

一方、見守り連絡員が把握してきた困りごとについては、専門職が関わって具体的

な解決を図っていく必要がありました。 

支え合いセンターには、相談員として社会福祉士の有資格者を配置し、また、見守

り支援室には保健師が配置され、保健・福祉の専門職による幅広い視点に立ったアセ

スメントや支援方針の検討を行いました。 

さらに、先災地への視察や調査研究等を通じて、生活困窮世帯や障がい世帯につい

ては、再建のために継続的・専門的な支援が求められることが予測されたため、当初

から倉敷市が社会福祉法人めやす箱（※注２、以下「めやす箱」という。）と社会福祉

法人リンク（※注３、以下「リンク」という。）に業務委託を行い、市社協を含めた３

法人が協働しながら、早期のアプローチと既存制度へのスムーズなつなぎを行いまし

た。このように、複数の法人からそれぞれの専門的知識や経験を有する職員を派遣し

てもらい、同じ事務所で業務を行うことを通じてそれぞれの強みを理解し、被災者の

抱える課題に対して役割分担しながら支援を行ったことも、支え合いセンターの特徴

であると考えています。（次頁表３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２）めやす箱 

見守り支援事業の中で、平成31年 1月から、「倉敷市被災者生活困窮自立相談支援業務」を

受託。平素から、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を市から受託し、「倉敷市

生活自立相談支援センター」を運営している。 

（注３）リンク 

見守り支援事業の中で、平成 31 年 4 月から、「倉敷市被災障がい者等相談支援業務」を受

託。平素から、障がい者自立支援法に基づく地域生活支援事業を市から受託し、「真備地域生

活支援センター」を運営している。 
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表 3 支え合いセンターの人員配置と主な業務内容 

 

２）徹底的なアウトリーチと傾聴 

   支え合いセンターでは、被災者から相談が来るのを待つのではなく、こちらから出

向いていく積極的なアウトリーチを徹底しました。 

   その思いを強く持ったのは、災害ボランティアセンターでの支援活動がきっかけで

した。災害ボランティアセンターには、連日、全国から多くのボランティアが支援活

動に駆けつけてくれました。また、被災世帯に対しても、マスコミやＳＮＳなどを通

じて、災害ボランティアセンターの存在を積極的に広報しました。しかし、被災地に

足を運んでみると、ボランティアが全く来ておらず、高齢夫婦だけで片づけを行って

いるという被災世帯がいくつも見られました。このような経験を通じて、本当に困っ

ている人は支え合いセンターには相談に来ない、支え合いセンターがあることすら知

らない人もいる、待っていたのでは支援が必要な人がこぼれ落ちてしまうのではない

かという心配から、積極的なアウトリーチを徹底しました。 

   また、訪問時には、一度にたくさんの内容を聞いたり、答えたくないときには無理

に聞かないことを意識しました。なぜなら、無理な聞き取りで被災者との関係が崩れ

てしまえば、次からの訪問ができなくなるからです。時間はかかるかもしれませんが、

繰り返し訪問することによって、被災者の心情に寄り添い、そして話をしっかり傾聴

してくれるという信頼関係によって、困りごとや潜在的なニーズを把握することがで

きると考えました。 

職種 主な業務 

センター長  
組織全体のマネジメント、職員への情報伝達、職員管理、監督指導、意

見集約、マスコミ対応、苦情処理、困難ケースへの対応・助言 等 

副センター長 

（相談員兼務） 

センター長業務の補佐、個別支援会議の調整、他団体と活動の調整、公

的支援へのつなぎ、困難ケースへの対応 等 

相談員 
公的支援や関係機関等へのつなぎ、他団体との活動調整、情報共有、支

援困難ケースへの対応、助言 等 

見守りリーダー 
訪問等の調整、相談員と見守り連絡員とのパイプ役、公的支援や関係機

関へのつなぎ、ケースへの対応 等 

見守り連絡員 
被災世帯への訪問、見守り活動、情報提供、訪問記録の作成、見守りリ

ーダー・相談員への報告 等 

事務員 
訪問記録のシステム入力、帳票類のファイリング、電話対応、訪問前の

世帯シート・地図の準備 等 

生活困窮対応相談員 
就労・家計の不安への支援・ニーズの早期発見、生活困窮世帯への訪問・

見守り活動、ケース対応 （めやす箱） 

障がい世帯対応相談員 
障がい世帯の初回訪問による実態把握、障がい世帯への訪問・見守り活

動、ケース対応 （リンク） 
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   さらに、当初は困りごとがなかったとしても、支援制度の利用期限が近づいてくる

タイミングで困りごとを抱える世帯が出てくると考え、タイミングよく支援に入るた

めにも、繰り返しの訪問を行いました。 

   

３）支援の仕組みと目線合わせ 

 （１）分業による見守り訪問サイクルの導入 

被災者世帯を直接訪問する見守り連

絡員は、相談支援に携わった経験や専

門的知識を持っている者ばかりではあ

りませんでした。そこで、見守り連絡

員に全て任せるのではなく、分業によ

る見守り訪問サイクル（図２参照）を

導入しました。 

具体的には、被災者により近い立場

の見守り連絡員が訪問を行い、情報整

理や相談員とのパイプ役は見守りリー

ダーが担い、再建に向けた生活課題の

把握や支援方針の検討というマネジメ

ントの面を専門家である相談員が担うというチーム支援の形で行いました。 

しかし、実際にこの分業サイクルを機能させていくためには、見守り連絡員に、ど

のような情報を聞き取りしてもらうのか、なぜこの情報が必要なのか、この世帯の課

題は何なのか、どのように支援していくのかなど、職員間で支援の目線を合わせてい

くことが必要であったため、岡山県が岡山県社会福祉協議会に委託し設置した、くら

し復興サポートセンター（以下「くらし復興ＳＣ」）の協力も得ながら、支援スキルを

向上させるための研修会を開催したり、定例的にケースカンファレンスを行うなど、

多くの時間を費やして、能力の向上を図りました。 

 

 （２）チーム支援を機能させるための土台作り 

見守り連絡員は、勤務形態が週２日から週５日と様々であったため、毎回同じ見守

り連絡員がペアになって訪問するということができない状況でした。 

分業による訪問活動を行っていくときにまず大切なことは、チームワークの構築で

す。職員間の信頼関係がなければ分業による訪問は成り立ちません。また、支援の目

線合わせもできません。そのため、見守り連絡員同士、また見守り連絡員と見守りリ

図２ 分業による見守り訪問サイクル 
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ーダーとの間でコミュニケーションを密に取るために、訪問前後にミーティングの時

間を取って、しっかりと情報交換を行いました。さらに、訪問後には気になったこと、

困ったこと、うれしかったことなどを職員全員で共有する機会を作りました。 

また、定期的に職員のリフレッシュも兼ねた研修会を開催し、職員同士がお互いを

知ることによって、職員間の関係性を強めていく取組を行いました。 

 

（３）世帯全体を多角的に捉えるアセスメントの深化 

支え合いセンターが訪問や電話等で聞き取った情報は、見守り連絡員や見守りリー

ダー、相談員等で共有して情報の整理を行いましたが、その際に、「日常生活の自立・

自律性（健康状態）」と「住まい再建の実現性（経済状況）」という２つの軸で、世帯

の課題を大まかに整理し、区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳという支援類型（図３参照）を決めて、

今後の支援の方向性（支援計画）を決定しました。 

 

図３ 被災世帯の支援類型 

 

ここで、区分Ⅰとした世帯については、再建できたとみなして、情報提供のみの支

援としました。その他の、区分Ⅱ以上（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）の世帯については、継続的な見

守り訪問が必要であると判断し、訪問間隔を決めて、定期的な訪問を続けました。 

しかし、発災から１年半が経つ頃には、健康面や経済面、家族関係などに複数の課

題を抱えて、住まいの再建がなかなか進まない世帯が見えてきました。そのため、そ

れまでの大まかな状況把握の方法ではなく、再建の妨げになっている課題は何なのか

を積極的に聞き取り、世帯に応じてより多角的に状況把握を行い、アセスメントを深

めていく必要があると考えました。 
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そこで、これまでの「日常生活の自立・自律性」と「住まい再建の実現性」という

視点だけでなく、「社会的関わりの維持」や「生計の維持」、「情報の収集と活用」とい

った課題のレベルと、それに応じた「見守り支援の必要性」、「受援ニーズ」といった

支援のレベルを、より具体的に把握して整理するためのツールとして、「状態像2020」

（p.45参照）を作成し、令和２年２月から訪問時に活用しました。 

 

４）情報共有システムの構築 

見守り支援事業では、倉敷市役所内での被災者情報の一元化を図るために、防災危

機管理室が導入した、クラウド型の「被災者生活再建支援システム」内の被災者台帳

を活用して事業を実施しました。 

このシステムでは、被災世帯の詳細な情報の蓄積や、被災世帯の状況のタイムリー

な把握が可能であり、見守りの訪問記録だけでなく他の被災制度の利用状況等も含め

て、より包括的に被災世帯の情報を把握、共有することができたため、見守り支援事

業の運営にとって欠かせないツールでした。 

 

５）「生活再建」に向けた支援 

（１）住まいの再建と生活再建との違い 

支え合いセンターの役割は、応急仮設住宅等で暮らす被災世帯が、自らの力で生活

再建ができるように支援することです。当初、支え合いセンターでは、応急仮設住宅

から退去できれば再建できたであろうと考えていました。しかし、早期に元の場所に

住まいを再建された世帯を訪ねた際に、「これで安心して暮らせる」という声が聞ける

と思っていましたが、「近所の人がまだ戻って来ていないので、防犯上心配だ」「ゴミ

当番もまだ元に戻っていないし、回覧板も回って来ない」という不安の声が次々と聞

かれました。 

そのような声を聞く中で、支え合いセンターが目指していた生活再建とは、単に住

まいの再建ができたことだけではなく、生活を始めて、これで安心して暮らせると思

えるような「生活再建」まで見ていくことが必要なのだと気づかされました。そこで、

支え合いセンターでは、住まいを再建された後でも、少なくとも１～２回程度は訪問

し、安心した生活が送れているかを見届けるようにしました。 

 

（２）災害公営住宅での新たなコミュニティづくり 

再建が進む中で、真備地区には３か所（91戸）の災害公営住宅が建設され、令和

３年３月から入居が始まりました。入居者がこの災害公営住宅で安心して暮らしてい
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くためには、新たなコミュニティを作っていく必要がありました。しかし、入居者は

自治組織の設立や運営を経験したことのない人も多く、また、公営住宅の特性とし

て、高齢者や障がいのある入居者の割合も高く、新たなコミュニティを作っていくこ

との難しさを感じていました。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあ

り、入居者同士が集まって話し合うことも難しい状況になってしまいました。入居者

からは「隣にどんな人が住んでいるか分からない」、「会っても挨拶程度しかしない」

といった声がある一方で、「顔を合わせて、声を掛け合う関係があればいいのにな

ぁ」、「集会所を使って集えたらいいのになぁ」といった声もありました。そのような

声を受けて、支え合いセンターでは、新型コロ

ナウイルスの感染状況を見ながら、入居者が気

軽に顔を合わすことができる場づくりを始めま

した。 

ある災害公営住宅では、毎週月曜日の朝９時

に団地内の駐車場でラジオ体操を始めました。

そこで住民同士が知り合うことで、他にも「こ

んなことが出来たらいいなぁ」という声も聞か

れるようになり、今では集会所を活用したヨガ教室や手芸の会などの開催にもつなが

っています。さらに、「こういった場所になかなか参加できない人もいるので、その

ような人たちのために何かできないかなぁ」といった声も出てきており、住民同士で

気になる方を見守る取組にもつながりつつあります。 

こういった新たなコミュニティは、既存の支援機関の協力も得ながら、徐々に住民

主体の集いの場となってきていて、被災者同士が互いに共感し、話し合える場にもな

っています。 

 

（３）真備地区外での生活再建世帯への定着支援に向けて 

元々住んでいた場所に戻らず、真備地区外の新たな地で住まいを再建した世帯が一

定数おられます。その中で、「知り合いがいなくて寂しい」、「話し相手がいない」、「日

中に出かける先がない」などの声が聞かれました。 

そこで、支え合いセンターでは、新たな地で安心して暮らせるように、まずは被災

者同士の横のつながりを作ることで、孤立の解消を図っていこうと考え、再建をした

被災者が多く住んでいる地区で、まびの集いを開催しました。この集いの際には、地

元の高齢者支援センター（地域包括支援センター）や地区担当の保健師にも参加して

もらい、身近な相談窓口の紹介やつなぎも行いました。 

団地内でのラジオ体操の様子 
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参加者からは「この集いをきっかけに一緒に散歩するようになった」、「立ち話をす

る機会が増えた」、「今後も定期的に集まる機会を作りたい」という声が寄せられ、新

たな地での定着に向けた関係づくりが少しずつ進んできていると感じています。 

また、市外で再建し、真備に戻らない意向の世帯のうち、引き続き支援が必要な世

帯については、再建先の自治体や社協への引き継ぎを行いました。 

【事例集】事例10のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：真備の様子を動画で届ける 

発災から３年半が経過した頃、支え合いセンターが訪問する中で、「真備に行くこ

とが少なくなった」、「今の真備の様子を教えてほしい」という声を聞くことが度々あ

りました。そこで、復興が進む真備の現状をまとめた動画、「あれからの真備」を作成

し、ＹｏｕＴｕｂｅに投稿し、支え合いセンターが送付する絵手紙でお知らせしまし

た。 

作成時に気を付けたことは、動画を見て気持ちが辛くならないように、被災時の映

像は最小限に減らしました。また、動画を見て懐かしく感じてもらう一方で、真備に

戻って来ないと決めた人たちが寂しさや罪悪感を持たないように、真備のまちの風景

を多く映したり、ＢＧＭが暗くならないようにしました。そして、復活した地域の行

事やそこに参加した真備の人たちの笑顔を通じて、復興の様子を伝えました。 

【あれからの真備】          【あれからの真備２】 

 

 

 

 

令和４年３月公開           令和５年３月公開 
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６）支え合いセンターだけでは解決できない課題に対する多機関協働の「場」 

支え合いセンターだけでは解決できない複合的な課題を持つ被災世帯の課題解決

に向けて、次の５つの会議（表４参照）等を実施し、様々な機関と連携を図りながら

支援を行いました。このような会議の場を定期的に持ち、繰り返し顔を合わせ、共に

被災者が再建に向かっていくための支援について検討を重ねていくことによって、各

所属や機関がお互いの役割を深く理解でき、足並みを揃えた多機関協働につながりま

した。 

 

表４ 多機関協働支援のための場 

・「メンバー」は、支え合いセンター及び見守り支援室を省略。 

 会議名 内容 メンバー 実施期間・頻度 

１ 個別支援会議 
（本会議） 

複合的な課題を抱える世
帯に関する支援方針、支
援方法の検討、役割分担 

・めやす箱、リンク 
・市地域包括ケア推進室、
福祉援護課、障がい福祉
課、子育て支援課、子ど
も相談センター、保健推
進室保健師 

・高齢者支援センター 
・民生委員 
・市社協（真備事務所） 
・くらし復興ＳＣ 

H31.3～R4.10 
月 1回 

２ 再建加速支援会議 
主に住まいの再建に向け
た支援方針、支援方法の
検討、役割分担 

・岡山県被災者生活支援室 
・市被災者住宅支援室 
・市被災者生活支援室 
・めやす箱、リンク（住ま
いの伴走型支援） 

・くらし復興ＳＣ 

R3.3～R3.9 
月 1～2回 

３ 

①多機関ミーティング
（住まいの伴走型支援
事業） 

・委託事業の進捗確認 
・課題共有、検討 
・情報交換 

・めやす箱、リンク（住ま
いの伴走型支援） 

・くらし復興ＳＣ 
※R3.3以降は、再建加速支
援会議メンバーが追加 

R2～R3 
月 1回 
R4～R5.7 
2～3か月に1回 

②多機関ミーティング
（り災住家長期居住者
等アドバイス事業） 

・岡山県建築士会倉敷支部 
・くらし復興ＳＣ 

R2～R3 
月 1回 
R4 
2か月に1回 

③多機関ミーティング
（介護支援専門員によ
る見守り再訪問事業） 

・介護支援専門員協会 
・くらし復興ＳＣ 

R2～R3 
月 1回 

４ 民間団体との連携会議 
公的な支援制度だけでは
対応が難しい支援に関す
る協力依頼 

・お互いさま・まびラボ（※
p.20 注４）、晴れの国た
すけあいプロジェクト
＠真備（※p.20注５） 

・くらし復興ＳＣ 

H30.11～R2.8 は不定
期 
R2.9～R4.6 
月１回 

５ ケース会議 

支援に関わっている機関
での、情報整理・統合、
支援方針の検討、連携し
たサービス調整 

・世帯に関わる関係機関 
・課題に応じた専門職（弁
護士、ファイナンシャル
プランナー等） 

H31.4～ 
随時 
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（１） 個別支援会議（本会議） 

個別支援会議は、当初から、事前会議と本会議の二層構造としました。まず事前会

議では、支え合いセンターと見守り支援室で、その月に検討対象とした、複合的な問

題を抱え継続的な支援が必要な世帯（区分Ⅱ以上の世帯）について、ケースカンファ

レンスやケース会議の結果も踏まえて支援方針を検討し、その中から多機関での検討

が必要な世帯を選定しました。そして、本会議では、多機関が参加して、情報や課題

の整理と共有を行った上で、生活再建に向けて必要な支援や目標、役割分担について

協議を行いました。（図４参照） 

この場を持つことで、世帯に関する新たな情報が加わり、多機関からの多角的な視

点で世帯を捉えながら再アセスメントができたため、より適切な支援につながりまし

た。また、会議を通じて顔の見える関係づくりができ、支え合いセンターの活動に対

する理解が進んだり、各機関が互いの役割やできること、動き方や支援のスタンスな

どを理解することで、会議での前向きな検討や会議後の連携のしやすさにもつながっ

たと実感しています。 

 

図４ 個別支援会議の組み立て（令和３年度） 

 
 
（２） 再建加速支援会議 

応急仮設住宅の供与期間の終了を令和３年７月から９月（当初の２年間から１年延

長後の期限）に控えている世帯が多い中、住まいの確保を中心とする生活再建に向け
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た連携会議を令和３年３月から９月まで開催しました。 

被災者支援制度は移り変わりが激しく、制度運用上のルールが複雑なものもあった

ため、まずは、県や市の関係部署（表５参照）が集まり、現状で利用できる制度や、

それぞれの部署の動きの進捗状況等を共有し、被災者の住まいと生活再建に活かして

いくための情報共有を行いました。 

そして、概ね供与期間終了日の４か月前を目安に、検討が必要な世帯を選定し、「住

まいの確保にあたって、何が課題になっているのか」、「住まいの確保に向けてどのよ

うな考えを持っているのか」等を情報統合しながら、住まいの確保までの最速の支援

方法や福祉的支援がどのように介入すると再建への道が開けるのか等を検討し、各機

関の役割を明確化しました。 

また、終了日に間に合うように「スピード感を持った支援」と、個々の世帯の思い

を大事にして、「応急仮設住宅から追い出す支援にならない」ことの両立を意識し、世

帯の状況に適したアプローチ方法を検討した上で、役割分担を行いました。 

 

表５ 再建加速支援会議のメンバーと主な業務 

メンバー 主な業務 

岡山県被災者生活支援室 応急仮設住宅の供与、住まいの意向調査、転居費用助成事業 等 

市被災者生活支援室 被災者生活再建支援金（基礎支援金・加算支援金）の受付 等 

市被災者住宅支援室 建設型仮設住宅の管理、災害公営住宅の管理 等 

見守り支援室 支え合いセンターのバックアップ、支援機関の調整 等 

支え合いセンター 見守り訪問、情報提供、多機関との連携 等 

めやす箱、リンク 

（住まいの伴走型支援） 
住まいの伴走型支援 等 

くらし復興ＳＣ 見守り支援事業実施センターに対する後方支援 

 

① 支え合いセンターが意識していたこと 

支援者が描く最善策のレールに乗せていくのではなく、世帯の持つ希望や思いを尊

重していくことを意識しながら、経済面等の条件が整わない中では、世帯が妥協して

いく過程での悩みや思いに丁寧に寄り添い、自ら選択できるように情報の提供、提案

をしていくことを心掛けました。 

② 効果や学び 

支え合いセンターではアプローチが難しい世帯であっても、県からのアプローチに

は応じてくれるなど、同じ課題に対してであっても、別方向からのアプローチで道が
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開けていくことを経験しました。住まいの再建に向けた支援では、制度の運用、締め

切りの意識、タイミングの見極めが不可欠です。そこにどう福祉的な支援を組み合わ

せていくのがよいのかなど、各機関の互いの動きが効果的になるような支援検討や役

割分担もできました。 

③ 市営住宅への特定入居  

被災世帯の中には、保証人がいないなどを理由に民間賃貸住宅の契約が難しい世帯

もありました。そういった世帯の住まいの再建を進めるため、まずは、本人から聞き

取った内容に加え、関係機関が持つ情報を整理することで、民間賃貸住宅の契約が難

しく、自力での再建が困難な世帯を把握しました。そして、本人の再建に対する意向

と現状を共有した上で、倉敷市被災者住宅支援室が、市営住宅の特定入居（災害によ

る住宅の滅失を理由とした公募によらない入居）の案内を行いました。 

この特定入居がなければ、住まいの確保ができなかった世帯もあったと思われます。 

 

（３） 多機関ミーティング 

個別支援会議等に参加する支援機関でも解決することが難しい課題について、別途

３つの委託事業（p.21）を実施して支援を行いました。そして、事業の進捗状況を把

握、世帯の支援方針を検討、事業実施によって見えてきた課題を共有するため、それ

ぞれの委託先と定期的なミーティングを行いました。 

① 住まいの伴走型支援事業 

この会議では、めやす箱、リンクの住まいの伴走型相談員と対象世帯の支援状況の

共有、支援の方向性の検討、支援の中での課題等を情報共有しました。 

令和３年３月以降は、再建加速支援会議と一体的に行いました。 

② り災住家長期居住者等アドバイス事業 

この会議では、建築士会と、事業で対応した世帯の現在の状況や、今後対応したい

世帯の情報共有を行いました。さらに、被災した地域の住まいについての課題を共有

する場でもあり、それぞれの立場でできることを考える機会にもなりました。 

③ 介護支援専門員による見守り再訪問事業 

この会議では、介護支援専門員協会と、事業の実施状況について情報共有しながら、

実施目的のすり合わせや実施内容に関する検討、今後の支援やつなぎ等に迷う世帯の

検討等を行いました。 

 

（４） 民間団体（一般社団法人やボランティア団体等）との連携会議 

被災世帯の中には、再建先が決まっても、現在の居所からの引っ越しが大きなハー
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ドルになっている世帯もありました。例えば、「引っ越しに向けて何をすればいいか分

からない」、「ゴミを捨てに行けない」、「カーテンの採寸ができない」などがありまし

た。こういった課題に対しては、公的な支援制度だけでは対応が難しかったため、民

間団体と協力した支援が必要でした。  

そこで、被災者支援をしている民間団体の中でも、地域に根差した活動を行い、継

続性が見込め、世帯の状況に寄り添った支援を行っている団体との連携が必要である

と考え、一般社団法人お互いさま・まびラボ（注４）や晴れの国たすけあいプロジェ

クト＠真備（注５）との連携を行いました。 

支え合いセンターにおいて、支援が必要であると判断した世帯については、事前に

民間団体への情報提供に対する同意を得た上で、個人情報は必要最低限にして、連携

会議やケース会議の中で民間団体に協力依頼を行い、支援に入ってもらいました。 

個々の事情に応じて、インフォーマルな資源も組み合わせながら支援が行えたこと

で、より支援の幅が広がり、ニーズに沿った柔軟な対応ができたと考えています。 

また、連携会議は、個別の協力依頼に加えて、お互いの活動の現状について情報共

有する場でもあり、相互理解が深められたり、地域の中で活動している方々から見え

る地域の状況について知ることができる大事な機会になりました。 

令和４年６月末には、定期的なミーティングは終了しましたが、それぞれの活動や

地域の情報に関しては、被災前から真備地区内の保健福祉医療の関係機関による連携

会議として開催されてきた「真備連絡会」に参加して、情報共有を継続しました。 

【事例集】事例３、６、８のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注４）お互いさま・まびラボ 

平成 30 年 7月豪雨災害で被災した倉敷市真備地区で、被災者による復旧・復興を目的とし

て設立したまちづくり会社。 

（注５）晴れの国たすけあいプロジェクト＠真備 

岡山ＮＰＯセンターが事務局となり、真備を拠点とする 10 団体が参画して真備町での暮ら

しの再建に向けた援助（引っ越し作業や片づけ等）を行うボランティア団体。 
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（５） ケース会議 

被災世帯の中には、健康（メンタル、アルコール問題含む）、介護、障がい、生活

困窮等の様々な問題を抱えていたり、支え合いセンターでは十分な情報が得られて

いない世帯もありました。そういった世帯の生活再建を進めていくにあたって、関

係機関や専門職等との情報共有や支援方針の検討、連携したサービス調整等が早急

に必要になった場合に、支援機関や民生委員など幅広い支援者に集まってもらい、

ケース会議を開催しました。ここでは、平時の支援制度にはない被災者制度を理解

してもらえるように意識して実施しました。 

また、支え合いセンターへの相談の中には、負債、契約トラブル、資産管理等の

課題が複雑化・複合化し、専門的な知識や資格を有する専門職への相談、助言等が

必要なものがありましたが、支え合いセンターでは専門的な知識がなく、回答でき

ないものもありました。 

そういった世帯には、くらし復興ＳＣの専門職・アドバイザー派遣事業（市町村

の相談員に対し、専門的課題等に関する助言・指導等を行う専門職を派遣する事

業）を活用して、ケース会議への出席や個別面談などを調整し、弁護士やファイナ

ンシャルプランナー等と連携を図ることで、再建に向けて何をどの手順で行うこと

が必要なのか整理することができました。 

見守り訪問を通して信頼関係を作っている支え合いセンターが、士業・職能団体

とのつなぎ役を担うことで、被災者の再建に対する思いを大切にしながら、多様な

相談に対応することにつながりました。 

【事例集】事例１、２、６、８のケース 

 

７）必要な「支援機能」「資源」の創出 

被災世帯の中には、支援者側の想定外の事情を抱えていたり、被災前は大きな問題

にならなかったことが、生活再建を進める上で、大きなマイナス要因として顕在化す

ることがありました。しかし、既存の制度では対応できず、また、支え合いセンター

が持っている専門性では支援が進めにくい世帯が一定数ありました。 

その中で何とか生活再建を後押ししようと、既存の制度では対応できない課題を支

援するために、専門性を持つ職種の方々と協議を重ねて、次の３つの新たな事業を創

出しました。 

 

（１）住まいの伴走型支援事業（令和元年度～３年度） 

この事業は、見守り支援事業の中で築いた被災世帯との信頼関係を基盤に、相談員
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が世帯の事情を考慮し、住まいの再建について積極的な傾聴をしつつ、気持ちに添っ

た再建先を一緒に見つけていく事業です。（めやす箱とリンクに委託、図５参照） 

 

図５ 住まいの伴走型支援事業（令和元年度～３年度） 

 

 

① 目的 

住まいの再建を悩まれている世帯に対し、再建に対する意向や不安なことを聞き取

って受け止め、経済状況や活用できる制度の整理などを一緒に行い、再建を後押しし

ていくことを目的に実施しました。 

② 方法・結果 

住まいの再建の意向は世帯によって違い、新しく家を建てる世帯もあれば、元の家

をリフォームする世帯、民間賃貸住宅で再建する世帯など様々でした。 

家を建てる世帯やリフォームを希望する世帯については、住宅金融支援機構と連携

を図り、リバースモーゲージ型融資（※次頁注６）などの制度の情報提供や手続きを

支援しました。複雑な手続きを1人で聞くのは不安との声もあり、相談会や住宅業者

などへ同行することもありました。 

また、民間賃貸住宅での再建を考えている世帯については、希望する家賃想定額や

エリア、間取りといった具体的な聞き取りを行い、不動産業者（10社）と連携を図っ

て一括照会し、条件に合った物件をスムーズに紹介できるように努めました。13世帯

の支援でこの仕組みを活用し、不動産業者から計165件の物件情報の提供がありまし

た。そのうち、実際に入居した世帯は２世帯でしたが、物件情報の提供をきっかけに
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訪問を行うことができ、住まいの再建が進みにくい世帯に向けた支援の一助となりま

した。 

住まいの伴走型支援事業では、最終的に約90世帯に支援を実施し、自力での住まい

の再建が困難な被災者の再建を後押しすることができました。 

この事業は、令和３年度で終了しましたが、令和４年度は、めやす箱、リンクが支

え合いセンターの相談員として、引き続き支援を行いました。 

【事例集】事例４、５、６のケース 

 

 

 

 

 

 

（２）り災住家長期居住者等アドバイス事業（令和元年度～４年度） 

この事業は、り災住家をセルフビルド（※p.24注７）している世帯に対して、建築

士が支え合いセンターの相談員と同行訪問し、現場を見ながら、専門家の視点で具体

的な住家のアドバイスをする事業です。（岡山県建築士会倉敷支部に委託、図６参照） 

 

図６ り災住家長期居住者等アドバイス事業（令和元年度～４年度） 

 

 

 

（注６）リバースモーゲージ型融資（以下「リバースモーゲージ」という。） 

災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例・倉敷市補助型） 

満 60 歳以上の被災者向け。被災高齢者の持家再建を支援するため、住宅の建設、購入、補

修のための融資の貸付金利を、生涯に渡って、約1/2に引き下げる（市が負担）全国初の事業。 

23



 
 

 
 

① 目的 

セルフビルドを行う世帯に訪問した際、具体的なアドバイスを求められることがあ

りました。また、自身でのセルフビルドに限界を抱えている方や月日が経つ中で意欲

が低下している方もいました。そのような世帯に建築士と同行で訪問し、具体的な方

法や手順についてアドバイスすることを目的に実施しました。 

② 方法・結果 

見守り訪問時にチラシなどを渡して事業の説明を行い、希望があった約 30 世帯に

建築士と同行訪問し、アドバイスを行いました。 

同行訪問することで、世帯の生活状況や健康面と合わせ

て、住家の状態を確認することができました。具体的には、

世帯の強みや、困難に感じていることから、家主の家に対

する思いや希望、家の歴史にまで寄り添い受け止めて、共

有することができたことで、単に家屋修繕のアドバイスや

セルフビルドの進捗確認だけでなく、家主の住家への思い

にも寄り添った声かけができ、セルフビルドをする上での

モチベーションにつながったと考えています。 

また、家主が希望すれば家屋の修繕を支援するボランティアと同行訪問し、ボラン

ティアにどこまでが担えるか確認ができたことで、家主の作業負担だけでなく、ボラ

ンティア活動時の不安解消にもつながりました。 

その一方で、被災者生活再建支援制度だけでは経済的に限界があり、十分な住宅改

修ができない世帯も見られました。そのような世帯に対しては、応急的な家屋修繕の

アドバイスしかできないため、生活面や健康面への影響が懸念されました。そのため、

必要なタイミングで支援機関に相談できるように、高齢者支援センターなどの相談機

関を周知することや民生委員などとの情報共有を図り、孤立しないように努めました。 

また、経済的な理由だけでなく、家に対する強い思いや、仕事が忙しい、気持ちの

落ち込みなど、住宅改修が進まない理由は様々でした。 

そのような世帯に対しては、利用できる制度について周知を図りながら、り災住家

全体のリフォームが未完成でも、そこで暮らす被災者の生活のために、最低限どこを

どのようにリフォームすればよいか、被災者の思いも聞きながら、専門家がアドバイ

スし、定期的に様子を伺いました。 【事例集】事例１、７、８のケース 

（注７）セルフビルド 

岡山県建築士会倉敷支部の意見をもとに、「セルフビルド」とは、「自身で間取り等を考

え、材料等を購入し、改修施工すること」としています。 

建築士の同行訪問の様子 
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（３）介護支援専門員による見守り再訪問事業（令和元年度～３年度） 

この事業は、住まいを再建し、生活の安定も確認できたことで、支え合いセンター

による積極的な支援を終了した後で、一定期間その地域で過ごした頃、高齢者がいる

世帯に、介護支援専門員が再訪問する事業です。（岡山県介護支援専門員協会に委託、

図７参照） 

 

図７ 介護支援専門員による見守り再訪問事業（令和元年度～３年度） 

 

 

① 目的 

再建後の世帯から、「新しい土地になじめない」、「集合住宅に住んだことがなく近隣

とのつきあい方が分からない」、「夫が真備に帰りたいと言い張りケンカが絶えない」

といった悩みや相談を、特に高齢世帯から多く受けたため、「安定した生活になりつつ

あるか」という視点で、高齢世帯の状況を確認することを目的に実施しました。 

② 方法・結果 

住まいの再建が完了し、生活も落ち着いていても、環境の変化に対応することが難

しい高齢者がいる世帯のうち、介護サービスの利用がない世帯を対象とし、支え合い

センターによる積極的な訪問を終了した後、半年から1年の期間を空けて、介護支援

専門員が再訪問し、必要があれば専門機関へのつなぎや情報提供を行いました。 

対象世帯約2,200世帯に再訪問を実施し、その中で把握した、孤立傾向にある世帯

や活動量が低下している世帯、福祉サービスの導入検討が求められる世帯等について

は、支え合いセンターの再訪問や高齢者支援センター、地区担当保健師の支援へのつ
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なぎを行いました。 

世帯の状況を把握する中では、生活は落ち着いているものの、被災による喪失感

を抱えながら、涙ながらに話す世帯もありました。現状の福祉サービスや制度の中で

は対応が難しい世帯とどうつながりを持ち続けるか課題も感じました。 

そういった世帯には、傾聴ボランティアを紹介したり、新しい土地になじめない

人等については、新しいコミュニティを作ってつないでいくなど、世帯のニーズに応

じた支援を行いました。 

この事業は令和３年度で終了しましたが、令和４年度以降に新たに対象となった

高齢者世帯（約150世帯）については、令和５年度に支え合いセンターが再訪問を実

施しました 

元々は、孤立防止の観点からも気になる世帯があったために始めた事業でしたが、

被災世帯が「忘れられていない」という安心感にもつながりました。 

【事例集】事例９のケース 

 

８）個別支援から地域支援への展開 

 （１）地域づくりに関する関係機関との目線合わせと協働に向けて 

被災によって、被災世帯の生活基盤が弱体化したり、平時には地域の中で互助的な

見守りが無意識的にできていても、被災後は様々な要因によって互助的な見守りが期

待できない環境下に置かれてしまうという状況が過去の大規模災害でも見られました。

そのため、見守り支援事業では「既存施策へのつなぎ」という目的に加えて、「孤立防

止」、「地域コミュニティへのつなぎ」という目的も意識して、活動を行いました。 

そして、令和３年度に多くの世帯が仮設住宅の供与期間の終了を迎え、真備地区で

の住まいの再建が進んでいく中で、平時の地域の中での互助的な見守り活動に「つな

ぐ」必要がある段階に来ているのではないかと感じ始めていました。 

真備地区は、被災前から倉敷市内で最も高齢化率が高い地区でしたが、被災によっ

て「世帯の生活基盤の弱まり」、「健康状態の低下」などが顕在化してきている中で、

平素から無意識に行われてきた「住民同士の互助的な見守り機能の弱まり」も懸念さ

れました。また、今後さらに高齢化率が上昇して、地域の健康度が低下し、社会的孤

立の増加等が起きることも心配されました。 

このような状況から、今後は、地域全体で声かけ、支え合いができ、誰もが安心し

て暮らすことができるように、住民同士が普段からお互いを気にかけ合うことで、何

か異変があった時に早期に気づき、適切な相談窓口につないでいけるような「ゆるや

かな見守り」を広げていく必要があるのではないかと考えました。 
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そこで、令和３年５月から見守り支援室と真備地区を担当する保健師（真備保健推

進室）によって「真備地区における高齢者等の見守りのあり方検討会」が立ち上げら

れました。そして、同７月からは真備地区内で公的に地域づくりを担っている支援関

係機関（以下「コアメンバー」という。表６参照）で、検討が開始されました。 

  初めは、コアメンバーで「ゆるやかな見守り」を、「住民同士のふれあいや地域生活

の中にある見守り機能を住民が意識化すること」と定義しました。例えば、普段のあ

いさつ、ラジオ体操、立ち話、回覧板、サロン等の日常生活の中で気にかけ合う。そ

こで、気になることがあれば、民生委員等につないでいく。そういった「ゆるやかな

見守り」が醸成することで、地域の課題の早期発見が可能になると考えました。 

そして、コアメンバーで目線を合わせていくことを大切にしながら、「見守りの必要

性」、「取組の方向性」について何度も話し合いを重ね、「ゆるやかな見守り」のイメー

ジ図（p.28図８参照）を作成しました。 

  真備地区は元々、隣近所でお互いを気にかけ合う風土が築かれていた地区であり、

被災後も高齢者サロン等の様々な集まりが増えました。このような「ゆるやかな見守

り」のための土壌があったため、支援者は新たに何かを作り出すのではなく、住民が

すでに行っている取組に対して「意味づけすること」を意識して進めています。 

 

表６ 真備地区における高齢者等の見守りのあり方検討コアメンバー 

支援関係機関 参加メンバー 

真備保健推進室 真備地区を担当する保健師 

真備高齢者支援センター 真備地区を担当する地域包括支援センター職員 

真備地域生活支援センター 真備地区を担当する地域活動支援センターⅠ型職員 

市社協真備事務所 真備地区を担当する生活支援コーディネーター 

地域包括ケア推進室 地域支援事業のうち包括的支援事業に関わる行政職員 

  ※「支援関係機関」は、支え合いセンター及び見守り支援室を省略。 
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図８ ゆるやかな見守りのイメージ図 

 

 

（２）個別の課題から見えてきた地域に必要な資源、仕組みを考える機会 

個別支援会議（本会議）(p.17)は、令和元年度から２年度は個別世帯に対する支援

検討を中心として実施しましたが、令和３年度は個別世帯の検討に加えて、その世帯

が抱えている課題が当該世帯特有なものではなく、他にも同様の課題を抱える世帯が

あるということを伝えながら、各支援機関が地域の課題として認識できるような視点

も踏まえて実施しました。 

さらに、令和４年度は、多くの世帯で住まいや生活の再建が進む中、8050問題（※

注８）、困窮リスク、孤立リスクを抱えている世帯や、十分な住宅改修ができていない

り災住家に居住している世帯等の「将来的な課題が見えているものの、現状では支援

のニーズがない世帯」について取り上げ、各支援機関が今できることを改めて整理し、

その世帯が孤立せず、適切なタイミングで支援につながるために必要な地域の資源や

仕組みについて検討しました。 

そして、「被災者の現状と今後支援者ができること」という視点で、今後の被災者支 

援の参考にしてもらうため、これまで会議を重ねてきた成果として、支援者向けのま

（注８）8050問題 
 80歳代の親と50歳代の子どもの組み合わせによる生活問題。親の年金に生活を依存す
る、親が要介護になることで子どもが離職するなど、社会的孤立や経済的な窮迫の背景
になっている。 
参考：長期高年齢化する社会的孤立者（ひきこもり者）への対応と予防のための「ひき
こもり地域支援体制を促進する家族支援」の在り方に関する研究～地域包括支援センタ
ーにおける「8050」事例への対応に関する調査～報告書 

（作成：真備地区における高齢者等の見守りのあり方に関するコアワーキング会議） 

28



 
 

 
 

とめ資料を作成して、各支援機関に情報共有を行いました。 

また、支え合いセンターが訪問する中で把握した、「将来的な課題が見えているもの

の、現状では支援のニーズがない世帯」について、今後その課題が潜在化してしまわ

ないように、対象世帯について、各支援機関と情報共有を図るとともに、「ゆるやかな

見守り」を推進していくこととしました。 

【取組例】 

高齢単身男性や、ひきこもり、8050世帯などの社会との接点を持ちにくい方が、社

会とつながるきっかけとなるように、管理栄養士や傾聴ボランティアに協力していた

だき、一緒に料理をして、話をしながら食べるという「つながる料理教室」を開催し

ました。 

 

５ 生活困窮世帯、障がい世帯への早期支援の重要性と連携の成果 

支え合いセンターでは、先災地からの聞き取りや視察を通じて、生活困窮世帯と障が

い世帯については、当初から生活再建を妨げる多くの課題を抱えることが想定されてい

ました。そのため、支援にあたっては専門的な知識や経験を持った職員が継続的に支援

する必要があると考えました。そこで、すでに生活困窮世帯への相談支援を行っていた

めやす箱と、障がい世帯への相談支援を行っていたリンクに業務委託を行い、市社協を

含めた３法人が連携しながら見守り支援事業を進めました。そして、見守り支援事業の

中で早期にアプローチを行い、必要があれば既存の制度にスムーズにつなげる体制を構

築しました。 

 この取組は、倉敷市の見守り支援事業の特徴であり、実際にそれぞれの相談支援を担

当していた２人の職員から、早期支援の重要性と連携の成果についてまとめてもらいま

した。 

 
【生活困窮世帯への支援を通じて学んだこと】 

社会福祉法人めやす箱  

倉敷市生活自立相談支援センター 平松 律子 
私は倉敷市生活自立相談支援センターの職員として、平成 31 年２月から令和５年３

月末まで、支え合いセンターに常駐していました。 

生活自立相談支援センターの職員である私が支え合いセンターで担っていた役割は、

自分一人で判断することに不安があり、制度理解や手続きが難しい方などに対して、情

報の整理や手続きの支援を行うことでした。支え合いセンターの顔と生活自立相談支援

センターの顔を使い分けることで、信頼関係の構築を進めながら、被災制度の利用、住
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宅金融支援機構による復興融資、減税等、被災特有の手続きの支援だけでなく、職を失

った方や生活が困窮する方に対しては、就労支援・家計支援など生活自立相談支援セン

ターが担う既存の支援にもつなぐことができました。 

見守り連絡員による訪問によって、生活の再建が進んでいないが、何につまずきがあ

るのか本人自身が気付いていない世帯やＳＯＳを出せない世帯を早期に発見すること

ができました。そういった世帯の生活状況を知り、「困っているかもしれない」というタ

イミングから相談に乗れたことで、信頼関係を構築しながら、課題の整理もでき、期限

のある制度利用にも焦ることなく、説明と理解を得ることができました。 

訪問当初は、再建に向けた話をすると涙を流し、時には声をつまらせながら「どうし

てこんな目に」と言って、被災体験を話してくださる方が多くおられました。話された

後は「聞いてくれてありがとう」と言って、前を向く姿に何度も心を動かされました。 

支え合いセンターでは、チームアプローチを大切にした支援を行うために、様々な研

修やカンファレンスを開催し、多機関の職員同士の目線合わせを行ってきました。 

対応に行き詰った時に、「どうなりたいのだろう」、「どうすれば良いのだろう」とつぶ

やけば、その場でそれぞれの専門性を活かした意見交換ができました。さらにファイナ

ンシャルプランナーや弁護士、ボランティア団体等の協力を仰ぐこともでき、多くの選

択肢を持って支援に臨めたことで、複雑な課題を抱えた世帯にも的確なアドバイスがで

きました。 

支え合いセンターでは、住まいの再建が支援の終了ではなく、安定した生活を送るた

めに必要があれば関係機関へのつなぎや地域へのつなぎも行ってきました。この活動を

通して、いつ起こるか分からない災害に対し、平時から多機関との連携・役割分担を確

認し、支援体制を整えておくこと、課題を抱えた世帯を取りこぼすことがないように、

地域の中でつながり続ける支援体制を整備していくこと、相談機関を多くの住民に知っ

ておいてもらうことで、世帯がＳＯＳを出した時に早期につなげてもらうことができる

ような情報収集体制を整えておくことが重要だと感じました。 

倉敷市における被災者支援は官民協働による支援だからこそ、早いスピードで再建が

進んだことを改めて感じさせられました。 

 

【障がい世帯への支援を通じて学んだこと】 

社会福祉法人リンク 

真備地域生活支援センター 森永 ゆかり 

私は、真備地域生活支援センター（以下「真備地活」という。）の職員として、平成31

年４月から令和５年３月末まで、支え合いセンターに常駐し、障がい者がいる世帯に対
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して積極的に訪問し、福祉サービスの利用手続きや相談支援を行いました。当初は障が

い者手帳を持っている方を対象に支援していましたが、手帳は持っていなくても、理解

したり、行動することが苦手な人がいる世帯についても同じように繰り返し訪問しまし

た。 
それまで真備地活で行っていた訪問は、相手からの相談があって訪問するというのが

一般的でした。しかし、被災者支援では、こちらから状況を把握しに行く積極的なアウ

トリーチが基本でした。また、アポなし訪問という、これまでとは違ったスタイルでの

訪問が基本だったため、当初は戸惑いや緊張が多く、慣れるまでは大変でした。そして、

訪問の際には、第一印象が少しでも良くなるように、明るい色の服装を意識したり、い

きなり本題（障がいのことや住まいの再建について）の話題をするのではなく、まずは

雑談から入って親しみを持ってもらえるように意識しました。 

訪問を開始した当初は、地域生活支援センターの職員としてではなく、支え合いセン

ターの職員という立場で訪問を行っていたため、まずは支え合いセンターの説明を丁寧

に行いながら、障がい支援としてのアセスメントを行っていました。その後、世帯との

関係ができてきたタイミングで、障がい支援機関の職員だと名乗るようにしました。名

乗るタイミングの難しさはありましたが、支え合いセンターと障がい支援機関という２

つのタスキを持って関われたことで、早期に障がい世帯とつながることができ、助走期

間を持って関係が作れたことで、スムーズに支援を受け入れてもらうことができました。 

また、被災者支援に関する研修やカンファレンス等が定期的にあったことで支援の目

線合わせができ、「被災者支援」というベースがある上で障がい支援に取り組めました。 

さらに、支え合いセンターには、多職種連携という土壌がありました。互いの専門性

や業務内容を知ることで、支援の幅を広げることができました。また、保健師や市社協

の職員と支援の検討を行う中で、“世帯全体”を捉える視点、“地域”を見る視点を肌で

感じることが多くありました。世帯として捉え、多角的なアセスメントの視点を持つこ

とで、対象者の見え方が変わってくる経験もしました。地域を見ることで、民生委員や

地区社協、まちづくり推進協議会等の組織や活動を理解し、まちの仕組みを知れたこと

で、今後の個別支援の進め方やつなぎ先の幅が広がったと感じています。 

訪問時には支援を受けたいという気持ち（受援ニーズ）がない世帯もありました。し

かし、すぐに支援を終了するのではなく、粘り強くつながり続けることで受援ニーズが

出てくるという経験を何度もしました。そのためには、心配しているというメッセージ

を伝え続けること、支援のタイミングを逃さないことが大切だと学びました。この学び

は、私の今後の相談支援活動においても活かされるとともに、法人内や他の地域活動支

援センター等へ伝えていきたいと感じています。 
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４章 見守り支援事業の中で見えてきた平時から必要な仕組みや機能 

１ 連携・協働を機能させるための仕組みや条件 

１）世帯全体を捉える視点 

通常の保健・福祉の支援制度では、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった対

象や分野ごとに支援が行われており、対象にあてはまらなければ、支援からこぼれ落ちて

いく人も出てきます。支え合いセンターでは、分野を問わず「被災者」という大きな括り

の中で、世帯全体の状況を総合的に把握、アセスメントを行い、それぞれの課題に応じて

適切な支援機関に丁寧につないでいくコーディネートの役割を果たしてきました。 

平時においても、特に課題が複合化・複雑化している場合には、世帯全体を俯瞰しなが

ら、多機関による多角的なアセスメントを行い、支援を組み立てられるような仕組みが必

要であると考えます。 

 

２）機関同士の相互理解 

保健福祉の分野では常日頃から個別支援の中で多機関協働の連携会議を実施していま

すが、同一世帯でも機関によって支援対象となる世帯員が違っていること等によって、課

題の捉え方、目標設定が異なる等、連携が難しいこともあります。 

支え合いセンターから他機関につないでいく上では、多機関協働の「場」（p.16）で述べ

たように、個別の支援に関して多機関で検討や情報交換を行う会議を定期的に設けたり、

日々の各支援機関との連絡調整、情報共有等を積み重ねていくことで、顔が見える関係性、

無理が言える関係性が構築され、互いの役割や限界性を具体的に認識することができ、ス

ムーズな連携につながったと考えます。 

 

２ つながり続けるためのアウトリーチと支援機関同士のネットワークの強化 

支え合いセンターではどの支援制度にも当てはまらない方、または課題が見えているも

のの、支援に入ることが難しい方に対して、つながり続けるアウトリーチを行いました。

時間はかかりますが、つながり続けることによって、関係構築が徐々にでき、話が深めら

れることで支援者側が世帯のニーズを把握できたり、支援の受け入れが進んでいくことを

実感しました。 

 一方で、8050問題や経済的困窮のリスクがあり、将来的に生活上の困りごとが起きてく

る可能性が高いと支援者が感じている世帯であっても、今すぐ支援に結び付くことが難し

い世帯も多くあります。そのような世帯には、支援が必要となった場合、その状況を早期

にキャッチし、早急に支援開始できるよう、介入が想定される支援機関同士で、事前に世
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帯情報を共有しておく等、支援機関同士のネットワークを強化する必要があると考えます。 

 

３ 課題に応じた支援をオーダーメイドで組み合わせるための分野を超えた連携 

支え合いセンターの支援の中で、「住まい」や「経済面」等、保健福祉分野内にとどまら

ない課題に対しては、建築士、弁護士、ファイナンシャルプランナーとの連携等を行いま

した。その世帯の課題に対応するには、分野を問わず必要な支援をオーダーメイドで組み

合わせていく必要があります。このように、支援の幅を広げていくためには、士業やボラ

ンティアなど新たな連携のネットワークを作っていく必要があると考えます。 

 

４ 潜在化しているニーズを平素からキャッチできる仕組み 

見守り支援事業では、「半壊以上」のり災証明書が発行された真備地区全てのり災世帯

を対象に、積極的なアウトリーチを行い、状況把握、ニーズキャッチをしました。しかし、

平時において、全世帯への積極的なアウトリーチを行うことは困難です。そのため、身近

な地域で住民が自然に気にかけ合う中で、困っている方を見つけた時に相談してもらえる

と、早期に適切な支援につながることができると考えます。そのために、「ゆるやかな見

守り」を地域全体に広げていくことが必要だと考えます。 

 

５ 個別支援で捉えた課題から必要な資源や支援機能創出につなげる仕組み 

 支え合いセンターの支援の中で、必要な制度や資源がないことから支援が立ち止まって

しまいそうになった際に、新たな事業を作ってきました。これは個々の課題を場当たり的

に個として対応するのではなく、各支援者が捉えた個々の課題を集約することで一般化で

き、それに対応するために制度を柔軟に適応して、事業を創出し、それぞれの役割を少し

超えるような（のりしろ的な）連携の検討を行うことにつながると考えます。 

 

６ 社会的なつながりが持てるような働きかけ 

 被災後に新たな場所で住まいを再建し、地域とのつながりを再度作っていかなければな

らない方、見守り支援事業により顕在化してきた元々孤立がちであった方、8050問題やひ

きこもりの課題を抱えている方などに対し、本人のニーズに応じて、人とのつながりが持

てるような機会の創出、集いの場など活動の場や人とのつなぎを行ってきました。平時に

おいても、フォーマル、インフォーマルを問わず、本人のニーズに合った社会参加できる

場へのつなぎを検討していく必要があると考えます。 
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あとがき 

見守り支援事業の経験を活かした倉敷市の今後の取組について 

 

倉敷市では、市社協と見守り支援室が一緒になって、被災者支援について日々悩み、話

し合い、試行錯誤しながら見守り支援事業に取り組んできました。この事業を通じて学ん

だことは、「分野を問わずに、被災者の困りごとをまずは受け止める」、「多機関が連携する

ことで支援の幅が広がる」、「世帯全体を捉えて支援をマネジメントしていく」、「公的制度

だけで考えるのではなく、民間団体も含めて活用できる支援にはつなぎ、ない支援はつく

る」という視点を持って支援を行うことによって、被災者の早期の生活再建につながると

いうことでした。そして、この取組は、被災時だけでなく平時の支援体制においても活か

せるものでした。 

 一方、令和２年に社会福祉法が改正され、重層的支援体制整備事業（※注９）が創設さ

れました。この事業の内容は、これまで取り組んできた被災者支援活動と重なる部分が多

数ありました。倉敷市ではこの経験を活かして平時からの支援体制を整備していきたいと

考え、令和２年度から庁内ワーキング会議等を行いながら準備を進めてきました。そして、

令和４年度からは、重層的支援体制整備事業を行う福祉支援連携室を市役所内に新設し、

重層的支援体制整備事業への移行準備事業に着手しました。 

市社協は、倉敷市からこの事業を受託し、福祉支援連携室と協働して令和７年度の本格

実施に向けて検討を行っています。この取組によって、複雑化・複合化した課題を抱えた

世帯を取りこぼすことなく、多機関が連携しながら支援できる体制を整備していきたいと

考えています。 

最後になりましたが、これまで見守り支援事業を実施するにあたり、多くのご指導ご助

言をいただきました関係者の皆さま、被災者の復興支援に一緒に取り組んでくださいまし

た支援団体の皆さま、そしてこの報告書の発行にあたってご協力いただきました全ての皆

さまに心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

（注９）重層的支援体制整備事業 
令和２年６月の社会福祉法改正により創設された事業。 
既存の介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援等の取組を活かしつつ、地域の複雑化・
複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、
地域づくりに向けた支援を一体的に実施するもの。 
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【事例集】 
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【巻末資料（統計データ等）】 

 

１ 支え合いセンターの人員体制 

職 種 
Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

10/1 4/1 4/1 10/1 4/1 10/1 4/1 4/1 

社協正規職員 

（センター長） 
1 1 1 1 1 1 1(1) 1(1) 

社協正規職員（副セン

ター長（相談員兼務）） 
1 1 1 1 1 1 1(1) 1 

社協正規職員 

（相談員） 
0 2 3 3 2 2 2 1 

非常勤(見守りリーダー) 0 5 4 6 5 4 0 0 

臨時(見守り連絡員) 3 34 31 23 9 0 0 0 

事務員（入力他） 0 4 5 4 
4 3 2 1 

事務員（電話対応） 0 0 2 2 

生活困窮対応相談

員（住まいの伴走型支

援を含む）※めやす箱 

0 1 2 2 2 2 1 0 

障がい世帯対応相

談員（住まいの伴走型

支援を含む）※リンク 

0 1 2 2 3(1) 3(1) 1 0 

合 計 5 49 51 44 27(1) 16(1) 8(2) 4(1) 

（）内数値は、兼務人数 

 
・開設当初は、センター長1人、副センター長1人（相談員兼務）、見守り連絡員３人でした
が、事業運用しながら増員していきました。 
平成30年 11月末では18人、平成30年 12月末では43人体制とし、それ以降は、令和２

年９月まで45人以上の体制を維持しました。最大で54人体制（令和元年10月末）。見守り
連絡員の最大は、平成31年３月末時点の44人（うち４人は見守りリーダー）でした。 

・訪問は、２人１チームで行いました。見守り連絡員は、勤務体制が、週２日から週５日まで
様々だったので、全員が毎日勤務していたわけではなく、当初３年は、１日平均で６～７チ
ーム（12～14人の連絡員）が勤務し、１チームあたり平均８～10世帯の訪問を行いました。 

・職員数については、被災世帯ごとに訪問間隔を決めて訪問していく中で、概ね計画どおり
に訪問することができたので、結果として妥当な体制だったと考えています。 
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２ 定期的な訪問世帯数及び訪問世帯数の推移 
 

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

定期的な訪問世帯

数（4/1時点）  

※区分Ⅱ以上。R2まで

は未区分含む。 

約5,800 

(10/1時点) 
4,816 2,864 805 90 

24⇒6 

(1 月末) 

延べ訪問世帯数 

(3/31時点)  

※訪問・電話・来所。不

在・不通含む。 

7,756 30,365 42,370 46,020 47,138 47,820 

訪問世帯数（年間） 7,756 22,609 12,005 3,650 1,118 682 

訪問世帯数(月平均) 1,293 1,884 1,000 304 93 69 

訪問世帯数 

（面会：日平均)  

※電話・来所除く。 

22.7 28.6 19.0 8.1 3.1 2.1 

訪問世帯数 

（不在：日平均) 

※H30は居所不明含む。 

36.4 26.1 7.5 2.9 0.7 1.1 

電話世帯数 

（通話：日平均)  
10.1 20.3 12.6 3.0 0.7 0.2 

電話世帯数 

（不通：日平均) 
5.0 14.8 9.1 1.1 0.1 0.0 

仮設住宅入居世帯

数（4/1時点） 

3,285 

(12 月末) 
3,027 1,478 447 42 

5⇒0 

(7/6以降) 

令和5年度は1月末時点 
・面会、不在を合わせた訪問世帯数は、平成30～令和元年は1日あたり50～60世帯でした。 
・当初は面会できた世帯より、不在や転居先不明等で会えない世帯の方が多い状況でした。 
・通話、不通を合わせた電話世帯数は、平成30年度は１日あたり15世帯、令和元年度は１日

あたり35世帯程度でした。 
・平成30年度に、日中の訪問で会いづらかった世帯について、令和元年度以降に、夜間・休日

の電話連絡を実施し、状況把握に努めたことで、電話の世帯数が増加しています。 
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３ 支援類型別世帯数の推移（７月末時点） 

区分 Ｒ１ 
Ｒ１ 

(11月末) 
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

Ⅰ 1,535 2,143 3,823 5,087 5,589 5,587 

Ⅱ 1,758 1,710 470 250 20 6 

Ⅲ 723 1,359 1,254 298 27 6 

Ⅳ 303 282 110 32 4 2 

Ⅱ以上計 2,784 3,351 1,834 580 51 14 

未区分 1,442 235 47 - - - 

・支援類型のうち区分Ⅱ以上の世帯数が、定期的な訪問を継続した数です。毎年７月末時点の
数値（死亡世帯は除く。）で、被災から１年ごとの数値です。 

・当初は、全ての被災世帯、約5,800世帯を対象に訪問を開始しましたが、まずは、被災者に
実際にお会いして、思いを傾聴するところから始めたため、一歩踏み込んで世帯の課題を聞
き取り、整理して、支援類型（区分）を決めるためには、ある程度の時間を要しました。 

・被災1年後の令和元年7月末時点で、約３割がまだ未区分の状態でした。 
・未区分を含まない、区分Ⅱ以上の世帯数としては、令和元年 11 月末がピークで約 3,400 世

帯でした。 
 

４ 区分Ⅱ以上の世帯類型別数（７月末時点） 

世帯類型 Ｒ１ Ｒ１(11月末) Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

高齢者単身 386 414 283 137 5 1 

高齢者のみ 525 516 236 68 6 1 

障がい者(高齢者

除く)の単身世帯 
17 13 10 7 1 0 

障がい者(高齢者

除く)のいる世帯 
122 162 107 67 7 1 

単身 288 405 276 69 8 4 

その他 1,446 1,841 922 232 24 7 

・「その他」の中には、高齢者を含む世帯が約2割（R1時点）あり、「高齢者単身」、「高齢者の
み」と合わせると、高齢者がいる世帯が、区分Ⅱ以上の半数を占めていました。 
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５ 会議実施状況 

会議名 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

個別支援会議 

開催回数 1 35 23 22 19 10 

検討世帯数 18 2,475 858 468 573 123 

検討回数2回

目以上 
0% 0.8% 39.7% 89.1% 98.3% 100% 

うち 

個別支援会議

（事前会議） 

開催回数 - 19 12 8 16 10 

検討世帯数 - 2,230 792 246 573 123 

検討世帯数 

(1 回平均) 
- 117.4 66.0 30.8 35.8 12.3 

うち 

個別支援会議

（本会議） 

開催回数 1 16 10 5 3 - 

検討世帯数 18 245 43 16 0 - 

検討世帯数 

(1 回平均) 
18.0 15.3 4.3 3.2 0 - 

うち 

再建加速支援

会議 

開催回数 - - 1 9 - - 

検討世帯数 - - 23 206 - - 

検討世帯数 

(1 回平均) 
- - 23.0 22.9 - - 

ケースカンフ

ァレンス 

開催回数 5 45 41 33 25 17 

検討世帯数 104 513 164 313 370 707 

検討世帯数 

(1 回平均) 
20.8 11.4 4.0 9.5 14.8 41.6 

ケース会議 
開催回数 - 9 28 17 4 3 

検討世帯数 - 9 29 18 4 3 

令和5年度は1月末時点 
・個別支援会議は必要に応じて複数回実施しましたが、令和３年12月に、その時点での区分Ⅱ

以上の全世帯について、個別支援会議（1回目）を完了しました。 
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状態像の整理（支援区分の分類）～「状態像２０２０」～

（１）訪問の必要性に基づく分類

Ⅰ群

Ⅱ群

Ⅲ群

Ⅳ群

Ⅴ群

住宅環境の整備

①みなし仮設住宅の公的補助の終了を

見据え、今後の生活拠点をどこにするか

定まっている。（被災前の土地に戻るか

否かは不問）

②住宅再建や転居先物件の確保等、将

来の住居の取得方法や手順について、具

体的な見通しを立てることができる。

＃）住まいの再建方針が決まっていない（新築、リフォーム、民間賃貸、市営住宅、災害公

営住宅等）

＃）住まいの再建時期が決まっていない

＃）住まいの再建資金に目途が立てられていない

＃）住まいの再建に向け、就労状況等に不安がある

＃）住まいの再建における家族間の合意が図れない

＃）住まいの再建について、考えられない、考えたくない、見通しが立たない

    （立ち退きも含む）

＃）現在の住まいについて課題がある（環境面等）

情報の収集と活

用

①自身が求めたい情報の入手方法・経

路があり、実際に情報が得られている。

②収集した情報を、生活面の維持・向上

などのために活かす判断・行動ができる。

＃）情報の入手や理解、社会的な手続きができない（難しい）

A
世帯の自立に必要な5つの

視点[生活課題]
自立している世帯の状態像 課題となる具体的な状況

心身の健康と安

定した日常生活

①家族の支援、介護サービスの利用、医

療機関の支援・関与、地域内の生活支

援活動の提供等を必要に応じて活用し、

支障なく日常生活を送っている。

②被災に由来する精神的ショックや環境

の変化を受け止めようとする意識があり、

自分なりに気持ちの整理ができている。

③日常生活において、精神的に大きなス

トレスを抱え込んでいない。

＃）医療（受診・通院）が必要な状態だが、受けられていない

＃）定期的な通院はできているが、服薬管理に課題がある

＃）福祉サービス（高齢、身体・知的障がい、児童）が必要な状態だが、受けられていない

＃）被災後、睡眠をとっても疲労感が抜けない

＃）心理的な理由により、食欲がわかない

＃）心理的な理由により、眠れない

＃）災害で大切な人を亡くした悲しみや喪失感、恐怖感がある

＃）日常生活に支障が出るほどのストレス、気分の落ち込みや疲労感が強く見受けられる

＃）アルコールの摂取が不適切（量・時間・場所）である

＃）被災前よりも、日常生活動作などの身体機能や体力が低下している

＃）被災前よりも、物忘れが多くなるなどの認知機能が低下している

＃）身体的（加齢や環境）・心理的な理由により、閉じこもりや引きこもりがある

＃）集中困難、思考力低下、短期記憶喪失、判断・決断力低下などがある

＃）介護や子育てへの不安感、負担感、疲労感がある

＃）世帯員間での口論や遠慮、萎縮、他人に話しづらい家庭内の悩みがある

＃）家の内外の状況や臭いなどについて気になる点がある

   （家の内外が乱雑で、悪臭がある）

＃）身体的(加齢や環境)・心理的な理由により、身だしなみを整えたり、身体的清潔を保て

ていない（尿臭などがある）

B
生活支援相談員から見た

「見守り支援の必要性」
見守りが必要と見込まれる世帯の状態像

社会的関わりの維

持

①町内会・自治会等に加入する、または

他の方法で、近隣住民との関わりや社会

参加への意欲があり、実践されている。

②定期的な通い先がある。（勤務先、近

隣のサロン、趣味活動、デイサービス等）

③特定の関係者による月１回以上の定

期的な訪問や交流がある。（別世帯の

親族、知人、民生委員、ケアマネジャー等

の福祉関係者等）

④必要に応じて、支え合いセンター以外に

生活上の相談事を話せる相手がいる、ま

たは相談先を把握している。

＃）円滑・良好なコミュニケーションをとれる家族（親族等）がいない

＃）近くにすぐ連絡がとれる家族や親せきがいない

＃）生活上の困り事等を相談する窓口や相談機関がない、又は相談先が分からない

＃）困った時に相談できたり助けてくれる近隣住民、親族、友人・知人がいない

＃）困った時に相談できたり助けてくれるボランティアグループや団体、サービス事業者等とのつ

ながりがない

＃）住環境の変化による、新たな関係づくりなどに対する不安やストレスがある

＃）見守り連絡員や支援機関職員の訪問時に面会ができない（拒否的である）

＃）買い物や通院などの移動手段がない

＃）（1～2週間の間に）通い先（職場、病院、買い物、サロン、趣味活動、デイサービス

利用等）がない

＃）（1～2週間の間に）近隣住民、親族、友人・知人の訪問や交流がない

＃）（1～2週間の間に）各種サービス利用等による支援者との関わりがない

＃）行政や福祉・医療サービス等、支援制度への不満や拒否感がある

＃）行政や支援者等関係者に対する不信や怒りがある

生計の維持

①世帯員の就労・年金収入や親族の援

助等により、将来の生計が維持できる見

通しがある（生活保護受給の場合も含

む）

②住宅再建費用等の大きな支出を必要

とする場合、無理のない支出計画を立て

ることができる。

＃）世帯としての勤労収入がない

＃）世帯としての勤労収入以外の収入（年金、生活保護費受給、不動産収入、貯蓄、遺

産や親族による金銭的支援）がない

＃）ライフライン（電気、水道、ガス）、冷暖房設備が保たれていない

＃）震災で失った車や住宅のローンが残っている

＃）再建・修繕した住宅のローン返済、家賃や生活費等の支払いに遅れや滞納がある

＃）被災によりくらし向きが変化した、あるいは将来の生活に関する不安の訴えがある

「孤立防止」、「様々な不安の

解消」、「要支援状態の早期発

見」等への対応が必要と見込ま

れる

①ＡのⅠ群からⅤ群の生活課題に限らず、必要な支援者と繋がっていない場合、又は、主な支援者から支え合いセンターに

支援協力が求められている場合。

②支え合いセンターが世帯を見守り対象とみなした場合。

③要支援リスクが３点以上(※)で安否確認を行う必要があると見込まれる場合。

　(※)【別表】要支援リスクの確認項目（P.47）
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外部組織との連携・協議による何らかの支援対応が必要な状態、又は対応中の状態

世帯員から情報を聞き取れていない、又は長期にわたり状況変化を確認できていない

元々問題がない、又は世帯員だけで自己解決できている状態

課題はあるが自己解決の見通しが立っている状態、又は親族の関わりや適切な関係者の支援等が得られている状態

親族の関わりや適切な関係者の支援等を受け、世帯員の生活が保たれている状態

支え合いセンターが見守り対象とみなしている、又は要支援リスク３点以上で安否確認を行う必要があると見込まれる状態

必要な支援者と繋がっていない、又は主な支援者から支え合いセンターへ支援協力が求められている状態

世帯員から情報を聞き取れていない、又は長期にわたり状況変化を確認できていない

世帯員の情報整理能力に関わらず、親族の関わりや適切な関係者の支援等が得られている状態

情報の収集・整理のため、支え合いセンターが当面の支援先として関わることが望ましい状態、又は情報提供を求められている状態

今後の生活保持のために、外部組織との連携・協議による何らかの支援対応が必要な状態、又は対応中の状態

世帯員から情報を聞き取れていない、又は長期にわたり状況変化を確認できていない

課題レベルと世帯の状態像

＊世帯員の状態と状態像を照らし合わせ、以下の４段階に分類

世帯員自身が健康的に生活し、特に問題なく暮らしている状態

再建方針が決定しており特に問題がない、又は世帯員だけで自己解決できる状態

再建方針は明確でないが、自己解決の見通しを立てることができる状態、又は親族の関わりや適切な関係者の支援等が得られている状態

支え合いセンターが当面の相談・支援先として関わることが望ましい状態、又は将来設計に向けて何らかの動きがあり、経過観察中の状態

外部組織との連携・協議による何らかの支援対応が必要な状態、又は対応中の状態

世帯員から情報を聞き取れていない、又は長期にわたり状況変化を確認できていない

世帯員だけで情報収集・整理・活用ができると見込まれる状態

Ⅲ群

レベル０

レベル１

レベル０

レベル１

レベル２

レベル３

情報なし

レベル３

情報なし

B

情報なし

Ⅴ群

レベル０

レベル１

レベル２

Ⅳ群

レベル０

レベル１

レベル２

レベル３

Ⅱ群

レベル０

レベル１

レベル２

Ⅰ群

レベル０

レベル１

レベル２

レベル３

レベル３

情報なし

A
課題レベルと世帯の状態像

＊世帯員の状態と状態像を照らし合わせ、以下の４段階に分類

情報なし

元々心身・生活に問題がない、又は世帯員だけで自己解決できている状態

課題はあるが自己解決の見通しが立っている状態、又は親族の関わりや適切な関係者の支援等が得られている状態

支え合いセンターが当面の相談・支援先として関わることが望ましい状態、又は生活課題の解決に向けて何らかの動きがあり、経過観察中の状

態

外部組織との連携・協議による何らかの支援対応が必要な状態、又は対応中の状態

世帯員から情報を聞き取れていない、又は長期にわたり状況変化を確認できていない

レベル２

レベル３

情報なし

支え合いセンターが当面の相談・支援先として関わることが望ましい状態、又は生活課題の解決に向けて何らかの動きがあり、経過観察中の状

態

既に生活に困窮している、又は将来の困窮が明らかで、外部組織との連携・協議による何らかの支援対応が必要な状態、又は対応中の状態

世帯員から情報を聞き取れていない、又は長期にわたり状況変化を確認できていない

世帯外での対人関係や地域社会・職場等との関わりが自らの意思で保たれている状態

世帯外親族からの世話や関係者の支援を得ることで暮らしが安定している状態、又は社会とかかわる意欲は低いが必要に応じて世帯員が自

己対応できそうな状態

社会的な関わりが不足しており、支え合いセンターが当面の相談支援先として関わることが望ましい状態、又は課題整理中の状態
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【別表】　要支援リスクの確認項目

No

2

3

4

5

8

（２）受援ニーズに基づく分類

レベル２ 生活改善・課題解決の意欲があり、生活支援相談員の関わりを求めている

レベル３ 支え合いセンターを含む支援者・組織に積極的な支援を求めている

情報なし 世帯員の意向を客観的に判断し難い、又は長期に渡り意向を確認できていない

C 受援ニーズに基づく分類
受援ニーズのレベルと世帯の状態像

　＊世帯員と会話した時の印象を基に、以下の４段階に分類

被災世帯が誰の力でどのように

自立したいと考えているかを「受

援ニーズ」として捉える

レベル０ 生活課題の有無に関わらず、世帯のことは他者の支援を求めていない

レベル１ 生活課題はあるが他者の支援が得られており、支え合いセンターには支援を求めていない

テーマ 点数

（特例）上記世帯員の他に、上記に当てはまらない同居者が1人以上いる、又は週に1回

以上世帯の様子を確認する親族や支援関係者がいる

着衣の乱れや清潔感など、見だしなみに気を配られていない

2

1

2

行政や民生委員の関わり、支援制度などの活用に不満や拒否感がある

（特例）不信や怒りの感情が明らかで、関係改善の余地がない様子である

2

1

2

1

2

1

家の内外の散らかりや、 明らかな異臭がある時、住環境に乱れがある

日中でも日常的に飲酒しているような世帯員がいる（疑いがある）

日常的な家事・歩行など、生活動作に支障がある世帯員がいる

物忘れや言葉のもつれ、同じ話の繰り返しなど、世帯員との会話に違和感がある。

（特例）違和感を覚えた世帯員が介護保険サービスを受けている、又は認知症に関して定

期受診による助言を受けている

2

3

1

2

1

支援中止

※No.10の特例補足として、支え合いセンターへの不信・怒りを伴う等、感情を害していることが明らかな場合は無理に聞き取りせず、早々に退出する

こと。

支え合いセンター相談員の来訪に対し、何となく拒否感が感じられる

（特例）明確な拒否や関係悪化の見込、怒りの感情を伴う拒否感がある場合

世帯員の状況

要援護者1

6 認知症等

7 抑うつ

10

不平不満

拒否感

家庭内不和・虐待

ADL・IADL

アルコール依存

住環境

整容

日中、75歳以上の世帯員・要介護者・障がい者・小学生以下の子どもだけになることが日常

的である

9

世帯員の態度に気分の落ち込みや疲労感、生活意欲の衰えがある

（特例）その世帯員が症状を自覚して心療内科を受診している、又は心のケアに関する対

応を行っている

世帯員の間での口論や、遠慮、萎縮、他人に相談しづらい悩みがある
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（３）訪問区分の判断

※訪問区分による次回訪問時期の目安

世帯と合意した積極的な課題対応にあたるので、少なくとも月1回程度の訪問。不在の世帯で、不在票にも反応がない場合は電話。

それでも接触できない場合は、次回１か月後に訪問。不在が続く場合は被災者見守り支援室に相談。

C区分
再訪希望

（訪問希望）

受援ニーズが高いが、支え合いセンターとしては自立状

態とみなしている

「訪問の必要性」が全てレベル「０~１」で、「受援ニー

ズ」がレベル「２~３」

D区分 自立状態
受援ニーズが低い、又は訪問拒否されており、客観的に

も自立度が高い
「訪問の必要性」、「受援ニーズ」が全てレベル「０~１」

「（１）訪問の必要性に基づく分類（A・B）」と「（２）受援ニーズに基づく分類（C）」の分析結果により、支え合いセンターとしての

関わり方を、以下の６つの訪問区分に分類し、次回以降の対応を決定。

E区分 状況未確認
訪問時不在、又は充分な判断材料が得られておらず、

判断保留の状態
「訪問の必要性」の内、判断している項目が３つ以下

※以下の状況に該当する世帯は、接触する必要がない限り訪問対象から外す。

F区分 （所在不明）
（例）外観から空き家と確認できる等、客観的に世帯が居住していない、被災に関する制度を利用していない、

等

A区分
優先対象

（優先訪問）

受援ニーズが高く、客観的にも生活課題や見守りの必

要性を確認している

「訪問の必要性」の中に１つでもレベル「２~３」があ

り、「受援ニーズ」がレベル「２~３」

B区分
定期見守

（見守支援）

受援ニーズが低い、又は生活課題の自覚がないが、客

観的には見守り支援が必要

「訪問の必要性」の中に一つでもレベル「２~３」があ

り、「受援ニーズ」がレベル「０~１」

E区分

F区分

不在票投函にも反応がなく、その後も不在で連絡も来なければ当面の訪問は見送る。再アプローチの時期等については相談。

充分な判断材料が得られておらず判断保留としている世帯については、次回３か月後に訪問。

個別訪問の対象から除くだけなので、その他の支援(ダイレクトメール発送・サロン案内等)とは分けて考えること。必要に応じて訪問再開

することもある。

C区分

D区分

支え合いセンターとしては支援課題が少ないので、３か月に１回程度の訪問。不在の世帯で、不在票にも反応がない場合は電話。そ

れでも接触できない場合は、次回３か月後に訪問。不在が続く場合は被災者見守り支援室に相談。

世帯も支え合いセンターも互いに訪問支援は不要と感じているので、個別訪問は見送る。世帯から支援要望を受けた場合や状況変

化の情報を入手した場合は、再度の課題分析により区分の見直しを行う。

A区分

B区分
世帯としては支援を強く望まないので、２か月に１回程度の訪問。不在の世帯で、不在票にも反応がない場合は電話。それでも接触

できない場合は、次回２か月後に訪問。不在が続く場合は被災者見守り支援室に相談。
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